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【研究大会基調報告】 

 

 

日本の発達障害者支援の取り組みについて 

 

日詰正文 ＊  

 

摘要 

日本の発達障害者支援は、2004 年に成立した発達障害者支援法に基づいて取り

組まれている。2016 年にはこの法律は改正され、重点を置く分野や対象年齢が、

より広いものとなった。特に、若年期に診断や支援を受けて来なかった高齢期の

発達障害者、激しい自傷や他害、破壊等のある強度行動障害については、対応の

強化が必要とされている。 

 

キーワード 

発達障害者支援法、高齢期発達障害者、強度行動障害、バリアフリー 

 

１．障害者福祉の行政施策における「発達障害」の位置  

１．１ 日本における“障害者”関連法 

日本の「障害者」の定義は、障害者基本法に書かれており、「身体障害、知的障

害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総

称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって日常生

活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観

念その他一切のものをいう。）により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものをいう。」とされている。 

この「障害者基本法」を中心として、日本には障害者に関する 10 をこえる法律

がある。権利擁護や社会の障壁の除去、社会参加の推進に関するものには、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者（障害者差別解消法）」「障 

                                       

＊国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 
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害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防

止法）」「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー

法）」「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」「障害者の日常

生活および社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」「児童

福祉法」などがある。また、個々の障害の特性に沿った支援の提供に関するもの

には、「身体障害者福祉法」「身体障害者補助犬法」「知的障害者福祉法」「精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」「発達障害者支援法」な

どである。  

（参考） 

●日本の障害者とは 

障害者基本法第２条  

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の

機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁

により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをい

う。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

●障害者手帳 

（障害者雇用率の対象者であることの証明、交通機関、公共施設の料金減免など

の時に利用、都道府県等の身体・知的更生相談所、児童相談所、精神科医療機関

の診断書に基づき精神保健福祉センターが判定） 

・身体障害者手帳（1～6 級） 

・療育手帳（重度とそれ以外） 

 重度：① 知能指数が概ね IQ35 以下であって、食事、着脱衣、排便及び洗面等

日常生活の介助を必要とする、または、異食、興奮などの問題行動を有する者、

② 知能指数が概ね IQ50 以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者 

・精神障害者保健福祉手帳（1～3 級） 

●スポーツ大会 

・パラリンピック 身体障害（麻痺、欠損、関節可動域制限、筋力低下、脚長差、

低身長、視覚障害）、知的障害のクラス分け 
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・デフリンピック 聴覚障害 （2025 年に東京大会） 

・スペシャルオリンピックス 知的障害 

 

１．２ 発達障害者支援法（2004 年成立）における発達障害の定義 

従来から精神障害者の法制度では、その範囲を ICD-10 の F コード全体（例外的

に G40 てんかんを含む）を対象にした制度整備をしてきたが、特に“低年齢”か

らの適切な対応を必要とする発達障害については、治療ではなく、早期発見、発

達支援、教育について強化した対応を行うべきであるとの観点から、精神障害の

関連法には欠けている部分の必要な対応を、新しい発達障害者支援法で補う形と

なっている。 

「発達障害者支援法」は、日本における発達障害を「自閉症、アスペルガー症

候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類す

る脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」であり、

かつ「発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」

と定義し、その範囲は、ICD-10 における心理的発達の障害(F80－ F89)及び小児＜

児童＞期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 (F90-F98)に含まれる障

害であると事務次官通知（ １ ）で説明されており、近年改定された ICD-11 では神経

発達症群（6A０）に該当する。 

１．３ 発達障害者支援センターの活動と、その内容の変化  

都道府県と政令指定都市の発達障害者支援の中核的な役割を果たす専門機関

として発達障害者支援センターの設置、支援現場等への訪問支援を行う地域支援

マネジャーの配置がなされ、診断の有無にかかわらず住民からの発達障害に関す

る相談、様々な機会を捉えて行う啓発活動、専門的人材の養成研修など （ ２ ）を行

っている。地域によっては、来所や出張をしやすくするために複数の支所を設置

し、住民の便を図っているところもある。平均的には職員は 4 名で、心理専門職、

福祉専門職、医療専門職などが配置されている。 

相談実績として、当初は乳幼児～学齢期、就労の相談が多かったが、障害児支

援や就労支援の福祉・労働サービスが充実するにしたがって相談数は相対的に減

少し、成人期や高齢期の家庭内（育児、ひきこもり、離婚）や地域生活（職場や

住民とのトラブル、刑事事件の加害・被害、ホームレス）に関する相談が増加し
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ている。こうした点を踏まえて、発達障害者支援法の改正（2016 年）には、強度

行動障害、高齢期の発達障害者支援を視野に入れた調査研究の充実や、一般社会

（民間企業、捜査・裁判の分野を含む）における合理的配慮の提供の充実などが

新たに追加されている。 

１．４ 発達障害者支援法のユニークさ 

この発達障害者支援法は、政府提案の形ではなく、超党派の国会議員による提

案の形で審議され、成立（議員立法）し、その後の改正も同様の形で行われてい

る。発達障害者支援法の成立とともに、提案者となった議員を中心に「発達障害

の支援を考える議員連盟」が結成され、初代の会長は橋本龍太郎元総理大臣が、

その後は尾辻秀久元厚生労働大臣、渡部恒三元厚生大臣、野田聖子元総務大臣と、

政権交代があっても必要な政策の立法や政府予算の確保、報道機関や全国地方議

員への正しい知識の発信などの啓発活動を継続している。 

その結果、発達障害者支援法は、個々の障害者に関する法律の中では最も新し

く柔軟で、福祉、教育、医療の範疇にとどまらず、オリンピックや技術の進化な

どの機会を捉えたユニバーサルデザインの普及、LGBT や海外にルーツを持つ者、

高齢者などの多様性尊重、災害時の支援や捜査機関などの適切な取り組みなど、

最新の時代の動きを反映しながら発達障害者の生活の向上に向けた取り組みを行

い続けているユニークな法律となっている。 

 

資料 1 
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１． 各ライフステージの取り組み 

資料２ 

 

 

２．１ 乳幼児～学齢期 

市区町村における公的な健診（18 か月、36 か月）では、社会性の発達指標を手

掛かりに、（M-chat などのチェックリストを活用して）自閉症の特性に気づき（ 3）、

市区町村が行う子育て教室や育児サークル、障害児支援の“児童発達支援事業所”

に通う。また、注意欠陥多動性障害、学習障害、吃音、チックなどについては、

就学前後から小学校年代の間に気づかれ （ 4）（ 5）、特別支援教育の教員や障害児支

援のサービスの“放課後等デイサービス事業所”に通い、親仲間や心理専門職・

作業療法士・言語聴覚士と出会い、その支援を受けながらの保育所や幼稚園の通

園、学校への通学、医療機関への通院等が行われている。これらのサービスは、

基本的には無償で、診断を必ずとも必要としないものとなっている。 

上記のような制度が整備されるにつれ、民間法人や企業が運営する障害児支援

の“児童発達支援事業所” “放課後等デイサービス事業所”と、公的な教育機関、

家庭との情報共有不足が目立つようになり、厚生労働省と文部科学省の副大臣の

発案による「家庭と教育と福祉の連携:トライアングルプロジェクト」（ 6）（ 7）が 2018

年から開始され、教育、福祉の分野間の個別の支援（指導）計画の情報交換のし
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くみが促進された。 

このような時期の相談窓口、支援機関の情報は日本に在住する外国にルーツを

持つ子どもたちにとっても必要性が高いことから、発達障害情報・支援センター

では、「発達障害に関する外国人保護者向けパンフレット」（ 8）を 22 か国の言語で

作成している。 

２．２ 就労支援 

発達障害者は、教育機関における職業実習、障害福祉サービスの就労移行支援、

労働機関による職業相談や職業訓練、若者支援の地域若者サポートステーション

など、様々な制度の就労支援 （ ９ ）の活用を単独利用または併用の形で就労に向け

た準備を行っている。どのような制度を利用するのかは、乳幼児から児童期の支

援を受けた機関からの情報提供や地域資源の状況、「障害」という名称のつかない

支援機関の利用を家族もしくは本人が希望する場合など、様々な要因が関わって

いる。 

就労後に、自分の障害特性に合わない職場（感覚の過敏さがあるのに、騒音、

高温環境が前提の職場、吃音があるのに電話対応が多い職場などへの配置）への

配置や望まない昇進、異動などにより求職・退職するような場合があることから、

職場適応援助者（ジョブコーチ）や障害者就労・生活支援センター職員によるバ

ックアップ、発達障害者支援センターの職員による相談などが行われるほか、医

療機関におけるショートケア、リワーク（職場復帰）支援、障害福祉サービスの

就労継続支援事業所への通所などに変更する場合もある。発達障害者支援センタ

ー等の就労支援の担当者からは、就労で一度躓いたら長期の挫折やひきこもりに

至るパターンは、以前よりも減り、やり直しについてポジティブに受け止める相

談が増えているようだと話を聞いている。 

２．３ 成人～高齢期 

知的障害を伴う自閉症など、学齢期以後の段階で障害福祉の制度を利用してい

る発達障害者の場合は、健康管理上の問題（成人病などの内科疾患、視覚・聴覚

など感覚器官の老化、転倒やてんかん等による歩行障害、認知症の併発）が生じ、

高齢者福祉（介護保険サービス）との連携、保護者との別離による医療的対応の

判断や財産管理方法の変更など、権利擁護に関わる成年後見制度や財産信託など

の課題が浮上することから、当事者や家族の意志を定期的に確認する APC（アド
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バンス・ケア・プラン）の取り組みが始められる。 

一方、知的障害が無いか軽度で、若い時期には「発達障害」の特性に気づかれ

ることもなく、高齢期での生活を大過なく過ごし、障害福祉サービスなどを利用

してこなかった発達障害者も多く存在するが、基本的には地域の支援ルートには

乗らずに潜在化し、ごく少数ではあるが、周囲とのコミュニケーションが難しく、

消費者被害に遭っても助けを求められずに経済的に困窮している場合や、障害福

祉サービスの利用提案を拒絶し地域の中で孤立、ホームレスとなっている場合も

ある （ 10）（ 11）（ 12）。 

上記のような高齢期の発達障害者（特に自閉症）の存在に、次第に地域の支援

機関の目が向き始めている中で、診断や支援を行なう上で必要な情報（成育歴、

触れるべきではないネガティブな経験の記憶、その繁多に本人の安心感を高める

関わり方や楽しかった記憶などは、特に自閉症者にとって生涯にわたって生活の

重要な軸となるため）が充分に引き継がれていないデメリットに気づかれている

ことから、引き継ぎやすい（枚数が少なく、どの分野でも利用しやすく、その人

の全体像が把握しやすい）資料として ICF（国際生活機能分類）の活用 （ 13）や、

文字資料よりも写真や映像での記録の保存と共有、発達障害者本人との定期的な

内容の確認（国立のぞみの園では、“ライフ・ストーリーワーク”を実践）などの

取り組みが行われている （ 14）。 

 

資料３ 
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３．家族支援 

３．１ 心理的サポート 

乳幼児～学齢期には、家庭内での育児方法の知識を得ること、同じ課題で悩み

を持つ親仲間に出会い情緒的な交流ができることなどのサポートを、市区町村の

保健師や心理専門職などが行なう。ペアレント・プログラム （ 15）は、こうした支

援者や親仲間と交流しながら、子どもの行動を客観的に観察することや、親自身

の頑張っている部分を振り返り、励まし合うことを目的としたプログラムで、3 か

月間に 6 回のグループ活動（2 週に 1 回）を行うプログラムとなっている。その

あとで、ABA（応用行動分析）の基本的なスタイルに沿って叱り方やほめ方などを

学んでいくことが、厚生労働省の補助金事業として普及されている （ 16）。 

さらに、周囲（祖父母、兄弟、親戚）の理解を得ることや、将来にわたる不安

への対応については、発達障害児の育児を経験した親が、自分の経験（失敗談も

含めて）を通して、仲間（メンター）として寄り添う（お説教、専門家としての

アドバイスはしない）ペアレント・メンターの仕組みも、上記と同様に、厚生労

働省の補助金事業として普及されている （ 17）。 

成人期には、発達障害者を責めるのではなくうまく不安や攻撃を避け、望まし

い行動を増やすことで、家族が楽に関わっていくためのプログラム（飲酒問題や

薬物問題に悩む家族のために開発された CRAFT：コミュニティ協会法と家族トレ

ーニング）（ 18）を活用して、各地の発達障害者支援センターで取り組まれ始めてい

る。 

３．２ その他の生活サポート 

前項で触れた、相談やトレーニングといった心理的なサポートだけではなく、

自宅まで支援者が訪問をして発達障害者への対応を家族と一緒に取り組むこと

（訪問看護、重度訪問介護）、一定の時間や日数の外出支援（行動援護サービス）

や福祉的な住まいでの支援（グループホーム、短期入所、長期の入所）、入院等を

引き受ける直接的・介護に関する支援も行われている。これらの利用に当たって、

障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用する場合は、家族は、障害者相談

支援事業所と支援計画の作成を行いつつ、市区町村で給付決定を受けること、一

定の金額の利用料負担が必要になる。 

身体的な疾患の治療についても、発達障害者の感覚過敏等の特性や、消化器系
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の不調、感情障害等のメンタルケアなどの通院が必要になることから、児童精神

科のみでなく、一般成人を対象とした精神科や内科、眼科、耳鼻科、外科、産業

医などの医療現場においても一定の理解と配慮が求められることから、2016 年か

ら、国立精神・神経医療研究センターにおいて「かかりつけ医等発達障害対応力

向上研修」（ 19）が開始され、都道府県への伝達研修も行われるようになった。  

発達障害者が 20 歳までの期間、本人に重度の知的障害がある場合は、家族に対

して特別児童扶養手当が、20 歳を過ぎた後は本人に対して、社会適応の状態や精

神症状を踏まえて障害者基礎年金などの給付があり、上記の利用料を生涯にわた

って、一定程度カバーしていくことが可能である。 

 

４．強度行動障害 

４．１ 行政用語としての「強度行動障害」 

知的障害と自閉症の特性が強く、思春期ごろから身体の不快感（性徴、感覚の

過敏さなど）や強い不安感から、＜自分の体を叩いたり食べられないものを口に

入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり

物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、

著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態＞

になる発達障害者は、日本では「強度行動障害者」とし、国内の障害者の少なく

とも 15％、その中でも非常に激しい行動が生じているケースは 1.2％程度存在し

ており、各市区町村当たり障害福祉サービスにつながっていない強度行動障害者

は 0.5 人いる（そのうちの 2 割は入院、8 割は在宅）と推定（ 20）（ 21）し、支援現場

の受け入れに対する経費補助や研修の強化が進められている。 

2013 年からは、行動が激しくなった場合の対応現場となる障害福祉や精神科医

療の対応職員に対する研修が始まっているが、現在では、児童・学齢期の頃から

も、睡眠障害の放置や強い偏食指導、集団参加の強制、何をしたらよいかわから

ない誤った日中活動の提供など、障害特性を理解しないミスマッチの対応が続け

られた結果が、思春期以降に表面化していることも想定されるため、障害児支援

事業所や教育現場の職員に対する研修等も始まっている。さらに、2024 年には、

支援現場での、障害特性の正しい理解とチーム支援を行なうリーダーとなる“中

核的人材”（ 22）、支援現場の外部からコンサルテーションを行う改善に結びつける
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“広域的支援人材”の配置等も制度化 （ 23）された。 

４．２ 強度行動障害者支援における基本的な考え方  

自閉症の障害特性である「先の予測を想像し、今ここで何を要求されているの

かを理解すること、自分から言葉で説明すること、大きな音や声に長時間がまん

することなどに苦手さがあること」に配慮せず、家庭や教育、福祉の場の都合で

活動をさせている支援者の姿勢を変えなければ、強度行動障害は無くならないと

いう視点が、まず強調される。次に、個々の自閉症者の持っている「目で見える

ように、絵や文字、写真、動画などを見せるとわかる」「先の見通しが分かるよう

スケジュールの説明が丁寧になされ、静かで刺激の少ない部屋で過ごせるように

なると安心する」といった強みを取り入れた環境調整を“標準的支援”として、

普及を展開している。 

また、これらの視点や環境調整は、特別の支援者が行なうのみでなく、関わる

支援者や家族がチームとなって対応しなければ決してうまくいかないことから、

職場の管理責任者のマネジメント力も必要であり、障害福祉現場ではこれまで不

足していた、ICT を活用した記録の共有、活用の重要性も高まっている。実際、

強度行動障害者の支援に当たる障害福祉現場職員の離職の大きな理由は「チーム

で支援に当たれないこと（一部の職員に負担が重く背負わされる）」ことであり、

チームで取り組むことにより、職員の定着・継続、身体拘束等の利用者に対する

人権上の問題に該当する行為が解消するなどの効果が出ている。 

 

資料４ 
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４．３ 関連するハード整備 

強度行動障害の環境調整には、基本的な生活の場の破壊、破損に対して迅速に

回復できる工法、匂い対策、建物の全体について、他の利用者。職員と動線や利

用空間（食堂、廊下、トイレ）を分けたり（外階段をつけて出入り口を分ける、

廊下に新たにカーテンや壁を設置 （ 24）したりすること（スウェーデンの住戸モデ

ル）が有効であるといった知見が把握され、複数の入所施設やグループホームで

導入され、他害や常同行動の減少に効果をあげている報告もある。上記のような

個別空間を保証するハード整備は、新型コロナ感染症の流行の際にも、流行の拡

大を防ぐことにも役立っていることが確認されている。 

また、児童期からのこだわりを制限するのでなく、可能な範囲で発達障害者の

特性を尊重した改修（たとえば、毎日定刻に庭の樹木を見るために外出したいが、

筋力低下や骨折のため歩行が危険な自閉症者のために、樹木が見えやすい位置に

新しく窓を作った：デンマークのシニアーズ・ハウスの取り組み）（ 25）などの報告

もあり、障害特性を生涯にわたって保持し続けることが多い発達障害者にとって、

住環境などのハードの整備も重要なテーマとなっている。 

 

５． バリアフリー関連 

５．１災害時の避難所、スポーツ施設、商業施設における感覚面の配慮  

先述のライフステージ（成人～高齢期）で触れたように、知的障害が無いか軽

度の発達障害者は、特に外見上で配慮の提供が必要だと認識されないことがあり、

地域生活上の困り感を感じることがある。たとえば、災害時に地域の避難所（ス

ポーツ施設や映画館、商業施設等も同様）において拡声器等の大音量の刺激に恐

怖を感じ、避難所に入れないといった問題がある。近年では、大音量ではなく ICT、

ホワイトボードなど視覚的なツールを活用した情報提供、イヤマフやノイズキャ

ンセリングイヤホンなどの提供、遮音の設備が整い、小刺激で落ち着くことがで

きる部屋（カームダウン室）の利用提供などの取り組みが、国土交通省が進める

バリアフリーの推進事業を中心に広がっている。 
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資料５ 

 

 

５．２ 受験、窓口相談、歯科医院、理美容などの合理的配慮 

教育機関では、前項のような聴覚の過敏さに対応する別室受験、学習障害に含

まれる読み書き障害等に配慮して、試験の際の時間延長、拡大問題用紙などの配

慮が受けられるようになっている。また、市区町村役場、金融機関等の窓口では、

それらの機関での内規の整備と本人からの申し出によって、代読・代筆を可能に

する取り組みも広がっている。また、歯科治療や理美容院では、自閉症者に対し

て、スモールステップで場の雰囲気に慣れていくことや、処置の段取りを絵カー

ド等で事前に説明することなどが、養成段階から体験できるようになってきてい

る。 

５．３ 障害者差別解消法 

上記のような取り組みは、2016 年から施行されている障害者差別解消法の影響

が大きい。日本のような横並び意識の強い国では、障害者だけが配慮を受けるの

は「ずるい」という声も根強く残っているが、2023 年の性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（LGBT 理解増

進法）の成立や、少子高齢化社会の進行に対応するニューロダイバーシティ（神

経多様性、発達障害者を主な対象者として想定）の理解推進を経済産業省が打ち

出すなど、ようやく個々の特性に沿った暮らし方に寛容な社会に向かうことがで
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きるようになってきた。 

 

６．啓発、交流 

６．１ 世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間  

2012 年に内閣府が行った障害者に関する世論調査（ 26）では、発達障害について

社会の理解があると思うか聞いたところ，「理解があると思う」とする者の割合が

33.6％（「理解があると思う」5.7％、「どちらかといえば理解があると思う」27.9％）、

「理解がないと思う」とする者の割合が 59.9％（「どちらかといえば理解がない

と思う」45.1％、「理解がないと思う」14.8％）であった。都市規模別に見ると，

「理解があると思う」とする者の割合は町村で，「理解がないと思う」とする者の

割合は中都市で，それぞれ高くなっていた。また、年齢別に見ると「理解がない

と思う」とする者の割合は 40 歳代で高かった。この結果は、回答者の子どもの通

う学校や、回答者自身の職場の同僚や部下と発達障害児者の関わっている様子が

背景になっていると考えられた。 

2008 年から国際的に取り組みの始まった世界自閉症啓発デー（毎年 4 月 2 日）

では、日本独自に 4 月 2 日から 4 月 8 日までを発達障害啓発週間と位置づけ、市

区町村の役場、学校や職場、商業施設等での啓発イベントや啓発ポスターの掲示

等を続けている （ 27）。2016 年に厚生労働省と日本自閉症協会等が行ったシンポジ

ウムには、ビデオメッセージで、中国の北京市自閉症児リハビリテーション協会、

AOA-art、韓国の Smile Together Foundation, Autism Korea、会場にベトナム自

閉症ネットワーク協会の参加があり、アジアの中での横のつながりを深めていく

必要性についても確認されている （ 28）。 

６．２ 当事者団体 JDD ネットの活動 

2004 年の法制定と同時に、日本自閉症協会、アスペエルデの会。全国 LD 親の

会、えじそんくらぶ（ADHD）、EDGE（ディスレクシア）が大同団結し、発達障害の

支援を考える議員連盟、政府（厚生労働省、文部科学省など）と都門発達障害者

支援の取り組みを推進していくため、日本発達障害ネットワーク（通称：JDD ネ

ット）を設立した。以来、当事者・家族の全国的な 5 団体、医療・教育・福祉等

の専門の 4 学会、心理専門職、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士などの

職能 11 団体、企業サポート会員 5 社などの組織となり、専門的人材の育成研修の
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開催、国会議員との定期的な意見交換、政府会議への参加、一般国民や報道機関

への啓発事業等を行っている （ 29）。 

上記のような全国的な活動だけではなく、身近な地域でも親の会、当事者同士

が支え合う会が、各地の発達障害者支援センターや医療機関のサポートを受けな

がら行なわれている。また、東京大学先端科学技術研究センターなどの学術機関

においても当事者研究 （ 30）が行われており、当事者自身の自己権利擁護活動が行

われている。 

 

７．  この先の行動,展開 

2～ 6 の項で触れてきた取り組みは、やっと市民権を得てきているとはいえ、制

度の谷間でにあって支援を受けられない発達障害者、ニーズはあるのに支援者の

質量が足りずに孤立している家族、チームでの取り組みを呼びかけても協力が得

られない支援者の存在は依然として課題となっており、どれもまだ十分とは言え

ず、途上の段階である。 

一方、東アジア、アセアン各国の自閉症をはじめとする発達障害の支援に取り

組む関係者との情報交換も始まっている （ 31）。国を越えて、情報やアイデアの交

換、相互の励まし合いなど、心と心のつながりを深めていくことも、これまで取

り組むことが不十分だった課題の解決に大きく役立つと考えられる。そのような

観点に立った行動の実行も重要である。 
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